
在宅障害者交通費補助金の 
申請受付を行います

　障害者の就労支援のため、事業所等への通所にかか
る交通費（年4回のうち、今回は1 ～ 3月分）を補助
します。
対象者＝①～③のすべてにあてはまる人
　①市内に住所を有している人
　②身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の 
　　いずれかを所有している人
　③障害者総合支援法に基づく事業所等で生産活動を 
　　行い､ 工賃または賃金を支給されている人
　※生活保護受給者で、生活保護法により移送費を受 
　　けることができる人は対象になりません。
補助内容＝事業所等の通所時に公共交通機関（電車･ 
　バスに限る）を利用した場合の交通費の４分の３。
　ただし、療育手帳を所有している人で、障害者総合 
　支援法に基づかない一般企業への通勤時に公共交通 
　機関（電車･バスに限る）を利用した場合は、交通費 
　の３分の２となります。
申請書配布期間＝3月25日（金）～ 4月8日（金）
申請書受付期間＝4月1日（金）～ 8日（金）
※いずれも土･日曜を除く8時30分～ 17時15分
申請先･問合せ＝市社会福祉協議会 福祉課（☎53-

6531･ 55-0986）

法テラス設立10周年記念 
法律相談会（要予約）

　弁護士による無料法律相談（ひとり30分・刑事事
件を除く）を実施します。
日時＝4月8日（金）10時～ 19時
場所＝法テラス奈良（奈良市高天町）ほか
※収入･預貯金の条件あり。詳しくは下記へ。
申込・問合せ＝法テラス奈良（☎050-3383-5450）（土

･日曜、祝日を除く9時～17時） （人権施策推進課）
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平成28年度分の 
｢福祉タクシー券｣ を交付します

　下記にあてはまる人がタクシーに乗車する時に、料
金の一部を助成する、平成28年度分（4月1日～平成
29年3月31日有効）（1人年間1冊）の福祉タクシー
券を交付します。
　なお、平成27年度分の券は平成28年4月1日以
降、無効となります。
対象＝下記①～③のいずれかにあてはまる人

①身体障害者手帳を持っている人のうち、視覚･下
肢･体幹･脳原性移動機能･内部障害の1 ～ 3級
の人（総合等級ではありません）

②療育手帳Aを持っている人
③精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人

申込･問合せ＝3月22日（火）から配布します。  
印鑑（代理の人が申請する場合は、本人と代理人の
印鑑）と各種手帳を持って、厚生福祉課窓口（122
番窓口）（内線535･538）へ

ボランティアなんでも相談会 
（参加無料･申込不要）

　｢ボランティアってどんなことするの？｣
　｢ボランティアを募集するにはどうすればいい？｣
…など、ボランティアに関する相談会です。
日時＝3月25日（金）9時～ 16時、
　　　　　26日（土）･27日（日）10時～ 15時
場所＝社会福祉会館（植槻町） ボランティアビューロー
対象＝ボランティアに関心のある人、ボランティアを

始めてみたい人、ボランティアを募集したいと考え
ている市内の社会福祉施設の人

問合せ＝社会福祉協議会 ボランティアビューロー 
（☎55-7333）

シルバー人材センター 
入会説明会開催

　シルバー人材センターでは、毎月第３木曜9時30
分から、入会説明会を開催しています。
　60歳以上の健康で働く意欲のあるみなさん、様々
な就業を通じて地域社会へ参加し、生活を充実させて
みませんか。
　特に、家事援助、清掃、送迎運転手、草刈作業、剪定
作業に意欲のある人をお待ちしています。
開催場所･問合せ＝大和郡山市シルバー人材センター
（満願寺町60-1･県郡山総合庁舎南棟1階）（☎52-
8300）

山火事注意!山火事注意!��
『誓います　森の安全　火の始末』『誓います　森の安全　火の始末』

　毎年、春の行楽シーズンは空気が乾燥し、林野火災
が多く発生しています。その原因として、タバコの投
げ捨て･たき火の不始末･火遊び･不用意な火の取り
扱いなどがあります。
　このことは、私たちのちょっとした注意で防げます。
登山･ハイキングなどで山に出かける時は、マナーを
守り、私たちの手で緑を守りましょう。
問合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署
 （☎59-1289）
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